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日本政策金融公庫及び商工中

金による無利子・無担保融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用す

ることで、実質的に無利子で資金繰りを支援
実質的に無利子で資金繰りを支援

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

（0120-154-505）

商工組合中央金庫相談窓口（0120-542-711）

持続化給付金
個人事業者及びその他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売

上が前年同月比で50％以上減少している者に、給付金を支給

法 人：200万円以内

個人事業者等：100万円以内

持続化j給付金事業コールセンター

（０１２０-１１５-５７０）

ものづくり・商業・サービス

補助金（特別枠）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援

補助率 2/3
愛媛県中小企業団体中央会（089-955-7150）

補助上限 1,000万円

持続化補助金

（特別対応型）

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓

等の取組を支援

補助率 2/3 最寄り商工会議所又は商工会

補助上限 100万

IT導入補助金（特別枠） ITツール導入による業務効率化等を支援
補助率 2/3 （一社）サービスデザイン推進協議会

（0570-666-424）補助上限 450万

雇用調整助成金

※解雇等を行わない場合は、

助成率の上乗せあり。

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して休

業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金

等の一部を助成

中小企業 4/5 愛媛労働局助成金センター

（089-987-6370）
大企業 2/3

小学校等の臨時休業に伴う保

護者の休暇取得支援（事業者

向け）

小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子供の保護者である労働者の

休職に伴う所得の減少に対応するため、年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得

させた企業に対する助成金

企業が従業員の休暇中に支払った賃

金相当額（日額上限：8,330円）

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

（0120-60-3999）

働き方改革推進支援助成金
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規導入する中小企

業者に対して、テレワーク用通信機器の導入費用等を助成

補助率 １/２ テレワーク相談センター

（0120-91-6479）補助上限 100万

愛
媛
県

新型コロナウイルス感染症

対策資金

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の売上減少等が生じている中小企

業・小規模企業者の方に向けて、県制度融資による低利融資（保証料負担ゼロ）で

支援。※市町と連携した無利子化について、5月中旬を目途に準備中

最大5,000万円まで県制度融資による低利

融資（保証料負担ゼロ）（注）借入れから

３年間は、１％の利子を、県市町が負担

（年間最大50万円）

【融資相談】

各取扱金融機関、

愛媛県信用保証協会の最寄りの支所

愛媛県緊急地域雇用維持

助成金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の「雇用調整助成金」の支

給決定を受けた事業主に、上乗せで助成。

中小企業 1/10以内 まずは、愛媛労働局助成金センター

（089-987-6370）にご連絡ください。大企業 1/10

新型コロナウイルス感染症

対策特別支援員

新型コロナウイルスに起因する経営課題解決を専門的に支援するため、産業振興財団に特別支援員を設置し、

事業者にとってより身近な相談先である商工会議所等の39団体と連携してきめ細かな経営相談を実施

最寄り商工会議所又は商工会 又は

産業振興財団（089-968-1887）

新型コロナウイルスに対する国及び県の事業者支援施策一覧（主なもの）〔令和２年５月１日時点〕



「愛顔を守ろう！」えひめ版協力金パッケージの一覧〔令和２年５月８日時点〕
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１ 新型コロナウイルス感染症
対策推進事業者協力金

令和２年４月13日以前に開業し、申請時点で営業の実態がある事業者で、県が
「緊急事態回避行動」を呼び掛けた令和２年４月13日から５月３１日の間に、
３密を避ける取組みを実施し、申請時点において継続している事業者
※対象業種：飲食店、食料品・医薬品・衛生用品を扱う小売店（全国チェーンの
直営店舗、1,000㎡を超える店舗は対象外）

5万円/事業者
4/13

～
５/３１

5/1
～

６/３０

２ 県外客の宿泊予約延期等
協力金

県内で宿泊施設を運営する事業者のうち、5月1日時点で開業している事業者で5
月1日から5月３1日までに宿泊される予定の県外からの利用者に対し、予約の延
期やキャンセルなど宿泊日変更の調整を行った事業者

5千円/人泊
※上限15万円/施設

5/1
～

5/３1

5/1
～

６/3０

３ 商店街等新型コロナウイルス
感染症拡大防止協力金

商店街振興組合、商工会議所又は商工会が代表者となって、商店街及びその周辺
に店舗を有する10以上の事業者で構成したグループでローテーション営業を行
う事業者（ただし、休業要請の対象店舗は除く。）

10万円/グループ
5/1
～

5/３1

5/11
～

６/3０
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４ 新型コロナウイルス感染症
対策新ビジネス展開協力金

新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少に伴い、４月１日以降、新たな
ビジネス展開を開始した者で、申請時点において、当該事業を実施している事業
者 ※全国チェーンの直営店舗は除く

20万円/事業者
（グループ加算有）

4/1
～

6/30

5/1
～

６/30

５ 愛媛県テレワーク推進協力金
県内の旅館・ホテルや全国チェーンの直営店舗以外のカラオケボックス等の事業
者のうち、県民向けに、テレワークプランを設定・提供した事業者

3千円以内/室×利用
件数
＋3万円/事業者

5/1
～

6/30

5/1
～

5/31

６ 新型コロナウイルス感染症
対策医療関連物資等開発
協力金

新型コロナウイルスの感染拡大により供給が逼迫している医療関連物資等（医療
用マスク・ガウン、消毒用製品等）を新たに試作開発する事業者

上限100万円/事業者
4/1
～

12/31

5/1
～

6/30
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わ
せ
先

協力金メニュ1～5
新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口（4月30日～5月31日）
TEL：089-909-3842 9：00～18：00（土日・祝日含む）

協力金メニュー6 愛媛県 経済労働部 産業政策課 スゴ技グループ 089-912-2473


